
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027年3月末で紙の手形・小切手が廃止されます。 

 
ご検討 
ください。 

手形・小切手の取扱いについては、政府・産業界・金融業界は一丸となって、202７年度末（令和 9年 3月末）

までに手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組みを行っており、当組合におきましても、手形・小切手の全
面的な電子化に向けた取り組みとして、下記の通り対応いたしますのでお知らせします。 

本の香りのする街にはぶんしんがある 

文化産業信用組合 

お問い合わせ 

9：00～17：00(土日を除く) 

事務部事務課 
03-3292-2711 

https://www.bunka-shinyo.co.jp 

の電子化を

※ご不明点等ございましたら、事務部事務課または営業担当へご連絡ください。 


